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電子契約サービス導入事業概要
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1. 業務の効率化と時間短縮
契約書の作成から締結まで、すべてオンラインで完
結します。郵送や押印の手間がなくなり、契約締結
までの時間が大幅に短縮されます。

2. コスト削減
紙代・印刷代・郵送費などの経費が削減されます。
さらに、契約書の保管スペースも不要になります。

3. コンプライアンスの強化とセキュリティ向上
契約の履歴がすべて記録され、改ざん防止や証拠
性の確保が可能です。クラウド上で安全に管理され
るため、紛失や情報漏洩のリスクも低減されます。

これまで契約業務は、紙でのやり取りや押印、郵送などに多くの時間と手間がかかっていました。
電子契約を導入することで、契約のデジタル化を進め、業務の効率化とスピードアップを図ること
が目的です。特に、遠方の契約相手とのやり取りや、複数部署をまたぐ承認プロセスがある場合に、
大きな効果を発揮します。

導入の目的

導入により目指す効果

システムイメージ
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業務フロー [1/2]電子化後

契約書
受領

受領/押印
契約書
持参/郵送

契約書
送付

次
頁

不要になる

事業者
(落札業者)

XX課
担当者

公印
管理者

落札決定
契約協議

XX課
課長

契約締結
伺い承認

電子契約利
用申出受領

契約書（案）
の作成

電子契約
利用申出

Logoフォームによる電子申請
又は紙による提出（直接・メール）

電子契約利用申出が
無い場合は、従来どおり
紙での契約手続き

電子契約サービス導入後の業務フロー

契約締結
伺い承認

PDF

※金額毎の区分で決裁
ルートが分岐し、処理
される
※従来通り、決裁板によ
る処理

アップロード
（LGWAN環境から可能）

業務フローの整理（電子契約）1/2



業務フローの整理（電子契約）2/2
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電子契約サービス

電子契約サービス導入後の業務フロー

前
頁

公印管理者

契約書
PDFアップ
ロード/送信

電子化後

クラウド
サイン

電子署名
＆承認依頼

(自動)

承認

※事業者様はメールの
URLから承認を行う

連絡受領

自動保管
契約完了
通知(自動)

※事業者様はメール添
付のPDF、もしくはログイ
ンしてPDFをダウンロード
保管

事業者
(落札業者)

XX課
担当者

（承認者）

XX課
課長

※電子契約システム上で事業者
メールアドレスを登録

※庁内では、各担当課で電子
契約システム上で検索/閲覧/
印刷が可能

電子署名

＆タイムス
タンプ付与(

自動)
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電子契約システム導入後の「契約日付」

パターン

A

運用方法 運用の狙い

B

事前に契約書へ日付を記入の上、

PDF化して締結

(契約日とタイムスタンプのズレを許容)

フリーテキストを使い、

職員が最後に日付を追加

(契約日にタイムスタンプを確実に押す)

• 紙の契約締結と同じ運用を行いたい(契約書

上に記載の日付を締結日として扱う)

・契約書上の締結日と、電子署名

およびタイムスタンプの日付を一致させたい
C

事前に契約書へ日付を記入の上、

PDF化して締結

(契約日の前にタイムスタンプを確実に押す)

・契約書上の締結日が、電子署名およびタイ

ムスタンプの日付よりも過去の日付(遡った

日付)にならないようにしたい

自治体の一般的な運用は下記３パターン

電子契約における契約日の取扱い
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電子契約利用承諾・事業者のメールアドレス取得①

事業者の以下情報を取得
• 役職
• 担当者/決裁者の氏名
• メールアドレス

【申出書の提出方法】

公式HP内の事業者向けページに電子契約に関
する情報ページを設置予定。

• Webフォーム(電子契約専用フォームを新
設)→LOGOフォーム

• メールによる提出
• 書面(記入した申出書を直接提出)



村ホームページからの手続き方法（動画）
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村ホームページからの手続き方法（静止画）1/4
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村ホームページからの手続き方法（静止画） 2/4
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村ホームページからの手続き方法（静止画） 3/4
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村ホームページからの手続き方法（静止画） 4/4
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必ず契約先となる部署を選択してください



LoGoフォームの入力方法（動画）
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LoGoフォームの入力方法（静止画）
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契約先に誤りがないか確認してください



LoGoフォームの入力方法（静止画）1/5
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「必須」が付いている箇所すべての入力が必要です。



LoGoフォームの入力方法（静止画） 2/5
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郵便番号を入力すると自動的に大字〇〇まで表示されます。
※ー（ハイフン）は不要です。



LoGoフォームの入力方法（静止画） 3/5
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契約締結情報を複数人（部署）に共有したい場合
登録メールアドレスの追加が可能です



LoGoフォームの入力方法（静止画） 4/5
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すべて入力し終えたら、「確認画面へ進む」を押してください



LoGoフォームの入力方法（静止画） 5/5
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必須項目に入力がない場合、お知らせが表示されます。



契約書ひな型の取得方法 1/3
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契約書ひな形の取得方法 2/3

23

「紙契約書」と「電子契約書」をシートで分けてあります。



契約書ひな形の取得方法 3/3

24

記名押印・双方での原本保有に関する記載が
削除され、電子契約用の記載内容となっています。

紙契約用 電子契約用
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工事請負契約書、業務委託契約書、物件購入契約書、賃貸借契約書、注文書・注文
請書、協定書、雇用契約書、秘密保持契約書、仲介合意書など（受発注者で双方押
印が必要とされている書類）殆どの契約書類が利用可能ですが、一部の書類は法令に
より電子契約が認められていません。

電子契約を利用できる（できない）契約書類

電子契約が利用できない主な書類（2025年現在）
以下の契約書は、法律により「書面での作成」や「公正証書による締結」が義務付けられてい
るため、電子契約では締結できません。

書類名 根拠法令 理由

事業用定期借地契約 借地借家法第23条 書面での契約が義務

企業担保権の設定・変更契約 企業担保法第3条 公正証書が必要

任意後見契約書
任意後見契約に関する法律第3
条

公正証書が必要

農地・採草放牧地の賃貸借契
約

農地法第21条 書面での契約が義務

※建設工事の請負契約書等は電子契約が可能ですが、契約相手の事前承諾や希望が必
要（建設業法に規定）



電子契約の適用可否一覧表（一例）
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書類の種類 電子契約の可否 法的根拠・備考

売買契約書 可能 民法に基づき電磁的記録での締結が可能

業務委託契約書 可能 電子署名法により法的効力あり

雇用契約書 可能
労働基準法に基づき電子契約可能（相手の承諾が
必要）

秘密保持契約（NDA） 可能 電子署名法により法的効力あり

注文書・注文請書 可能 商法に基づき電子契約可能

保証契約書 可能 民法第446条により電磁的記録での締結が可能

建設工事請負契約書 条件付き可能 建設業法に基づき相手の承諾が必要

労働条件通知書 条件付き可能 労働基準法に基づき相手の承諾が必要

派遣労働者就業条件明示書 条件付き可能 労働者派遣法に基づき相手の承諾が必要

宅地建物取引契約書 条件付き可能 宅建業法に基づき相手の承諾が必要

旅行契約説明書面 条件付き可能 旅行業法に基づき相手の承諾が必要

貸金業契約書類 条件付き可能 貸金業法に基づき相手の承諾が必要

事業用定期借地契約 不可 借地借家法第23条により書面での契約が義務

企業担保権設定契約 不可 企業担保法第3条により公正証書が必要

任意後見契約書 不可 任意後見契約法第3条により公正証書が必要

農地賃貸借契約 不可 農地法第21条により書面での契約が義務



今後のスケジュールとサポート窓口
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• 事業者向け説明会 11月18日（火）

※関係規程・様式等の制定 ～11月末

•運用開始 12月１日以降の契約締結分から随時

※随時運用サポートを行いますので、お気軽にご相談ください。

【契約様式等に関する相談】

総務課財政係 72-2117

【システムの操作方法等に関する相談】

まちづくり課DX推進係 29-7900


